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福
岡
県
み
や
こ
町
議
会
広
報
特
別
委
員
会
の

皆
さ
ん
が
、
視
察
研
修
に
。

議
会
基
本
条
例
の
作
業
部
会
よ
り

中
間
報
告
書
を
全
議
員
に
配
布

12月定例議会

問　

全
国
的
に
地
方
議
会
議

員
の
な
り
手
が
少
な
い
と

い
う
実
態
。
松
前
町
に
お

い
て
も
前
回
の
議
員
選
挙

で
は
町
始
ま
っ
て
以
来
、

初
の
無
投
票
と
な
っ
た
。

意
見
書
の
趣
旨
は
十
分
理

解
で
き
る
。
し
か
し
、
厚

生
年
金
制
度
は
、
保
険
料

を
労
使
で
折
半
、
町
で
い

え
ば
公
費
で
半
分
負
担
と

な
る
が
ど
う
考
え
る
か
。

答　

議
員
年
金
制
度
に
加
入

す
る
た
め
に
は
、
法
律
の

改
正
が
必
要
と
な
る
。
改

正
さ
れ
れ
ば
制
度
と
し
て

確
立
さ
れ
、
本
人
の
意
思

に
か
か
わ
ら
ず
厚
生
年
金

制
度
へ
の
加
入
と
な
る
。

そ
う
な
れ
ば
市
町
村
判
断

に
よ
る
こ
と
な
く
、
国
の

地
方
交
付
税
で
措
置
さ
れ

る
予
定
。

問　

12
年
以
上
議
員
を
し
た

場
合
年
金
が
出
る
制
度
が

平
成
23
年
に
財
政
面
の
理

由
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。

　
　

今
回
、
年
金
制
度
が
復

す
れ
ば
、
同
様
の
問
題
が

持
ち
上
が
る
と
思
う
が
、

ど
う
考
え
る
か
。

答　

全
国
的
に
行
わ
れ
た
市

町
村
の
合
併
に
よ
る
議
員

数
の
減
、
議
員
定
数
の
削

減
や
報
酬
の
減
額
に
よ

り
、
年
金
の
原
資
が
な
く

な
っ
た
。

　
　

具
体
的
に
は
平
成
10
年

全
国
の
町
村
議
員
数
は

４
万
人
、
平
成
26
年
に
は

１
万
１
千
人
と
激
減
し

た
。
現
在
の
状
況
は
議
員

数
が
極
端
に
変
化
す
る
こ

と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め

議
員
個
人
の
掛
け
金
と
負

担
金
で
財
政
運
営
が
出
来

る
制
度
に
な
っ
て
い
る
。

問　

厚
生
年
金
加
入
で
１
人

当
た
り
、
ど
の
位
の
負
担

に
な
る
か
。

答　

本
人
負
担
が
月
に
３
万

５
千
円
位
で
公
費
も
同
じ

金
額
負
担
。
70
歳
未
満
の

加
入
で
現
在
の
全
議
員
で

年
間
４
０
０
万
位
の
負
担

に
な
る
。　

　
（
全
員
一
致
で
可
決
）

12月

定例会
12／６～12／19

研修風景

　

地
方
議
会
議
員
の
厚

生
年
金
制
度
へ
の
加
入

を
求
め
る
意
見
書

議
員
提
出
議
案
第
１
号

★
幅
広
い
政
治
参
加
や
人
材
確
保
の
観
点

か
ら
厚
生
年
金
加
入
の
た
め
の
法
整
備
を

★
11
月
８
日
、
予
定
の
時
刻
よ
り
早
め
の
到
着

で
、
と
て
も
学
習
意
欲
を
感
じ
る
皆
さ
ん

だ
っ
た
。

　

訪
問
を
受
け
る
私
た
ち
も
、
事
前
に
質
問
内

容
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
た
が
町
の
紹
介
や

広
報
全
般
に
つ
い
て
も
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
に

て
説
明
。

★
伝
わ
る
広
報
に
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
示

し
、
具
体
例
や
写
真
も
表
示
。

　

・
読
み
や
す
く
す
る
た
め
の
文
章
構
成

　

・
注
目
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
写
真

　

・
見
や
す
い
ペ
ー
ジ
レ
イ
ア
ウ
ト

★
２
時
間
半
に
わ
た
る
研
修
だ
っ
た
が
、
終
始

熱
心
に
質
問
や
意
見
交
換
が
で
き
、
今
後
の

皆
さ
ん
の
健
闘
を
期
待
し
て
い
る
。

　

平
成
28
年
度
か
ら
始
ま
っ

た
議
会
基
本
条
例
の
検
討
会

を
、
昨
年
９
月
末
に
条
例
案

の
具
体
化
や
議
会
活
性
化
の

方
策
を
研
究
す
る
作
業
部
会

に
改
名
し
、
検
討
を
続
け
た
。

こ
の
ほ
ど
そ
の
過
程
で
の
中

間
報
告
書
を
ま
と
め
議
長
に

提
出
。

　

更
に
12
月
議
会
終
了
後

に
、
議
員
全
員
に
そ
の
内
容

を
書
面
に
て
配
布
し
た
。

　

議
員
の
報
告
書
に
対
す
る

意
見
を
書
面
に
て
い
た
だ
い

た
。
そ
の
意
見
を
作
業
部
会

で
更
に
検
討
し
、
よ
り
納
得

の
で
き
る
基
本
条
例
に
な
る

よ
う
に
議
論
し
、
最
終
報
告

が
で
き
る
よ
う
に
進
め
て
い

く
予
定
だ
。


